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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２５年７月２０日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 三重県四日市市四日市港東防波堤 

 四日市港東防波堤南灯台から真方位３４７°４１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５７.３′ 東経１３６°３９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

引船 くわな丸、１９８トン 

１３３２８４、三洋海事株式会社 

 ３２.８２ｍ×９.５０ｍ×４.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,６４７.８kＷ（合計）、平成７年１０月 

１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６０年１２月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１２月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部に凹損 

防波堤 上部の圧壊（長さ約２ｍ） 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、四日市港第３区の霞ヶ浦北ふ
．
頭

で出港船の支援作業を行い、平成２５年７月２０日０１時１５分ごろ

四日市市千歳町の係留施設に向けて航行を開始した。 

 船長は、船橋で航海士と共に当直を行い、本船を手動操舵により、

操船していたが、霞ヶ浦防波堤北方付近において、航海士が、船橋後

方の机に向かって日誌の記載を始めた。 

 船長は、ふだんは第２航路付近から四日市港東防波堤（以下「東防

波堤」という。）の港内側を航行していたものの、第２航路を通航し

ようとする出港船がいたので、東防波堤の港内側には向かわず、東防

波堤の沖側を通り、第１航路を航行して係留施設に向かおうと考えた

が、航海士に伝えなかった。 
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船長は、四日市港東防波堤北灯台を通過した後、右舵を取り、本船

の前方にいた数隻の錨泊船を避航しながら、四日市港東防波堤南灯台

（以下「南灯台」という。）を船首目標にして航行した。 

 船長は、約１０ノットの速力で南西進し、南灯台の北東方に数隻の

錨泊船がいたため、右舵を取り、それらを避航したが、錨泊中の船舶

に気を取られて船位の確認を行わず、陸岸の明かりに紛れて南灯台を

見失った。 

船長は、衝突の直前に東防波堤を船首方至近に視認したものの、何

もできず、０１時３０分ごろ本船の船首が東防波堤と衝突した。 

 船長は、船舶所有者及び海上保安庁に連絡し、自力で航行して千歳

町の係留施設に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、航行経験が多くある慣れた海域だったので、レーダーを作

動させていたものの、レーダー画面を見ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、四日市港を南西進中、船長が、錨泊中の船舶に注意を向

け、レーダーを使用するなどして船位の確認を行っていなかったこと

から、東防波堤に衝突したものと考えられる。 

 船長は、航海士と共に当直を行っていたが、航海士が、日誌の記載

を行い、見張りを行っていなかったことは、船長が東防波堤に気付か

なかったことに関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、四日市港を南西進中、船長が船位の確認

を行っていなかったため、東防波堤に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 本船の船舶所有者は、本事故後、次の改善措置を採った。 

・１人で当直を行ったことが、本事故の発生の要因であることか

ら、当直中は日誌の記載などを行わず、ＢＲＭ体制を確立して安

全運航に努めることを全乗組員に周知した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、一方向のみに注意することなく、周囲の見張りを

適切に行うこと。 

 ・夜間航行時は、慣れた海域を航行する場合であっても、レーダー

を有効に活用するなどし、十分に注意して航行すること。 

 


